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人間学入門 

大和ハウス工業会長 樋口武男氏は『我が熱湯経営の歩み』という文章の中で、プラ

ス思考ができない人間はいい知恵は生まれないし、いい人との出逢いもないと話され、

成功・失敗する人について次のように掲げています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人生・仕事において幸・不幸、成功・失敗がありますが、 
すべて心（考え方）で決まるのではないでしょうか？ 

成功する人の 12 ヵ条 

失敗する人の 12 ヵ条 



＜　山　口　＞

－　２　－

１. 欠損金の繰戻し還付制度 
 
（１）適用を受けるための要件等 

 (注) 解散等の特別な事業年度                                 
➀ 解散 (適格合併による解散を除く)    ➁ 事業の全部の譲渡        
➂ 更正手続きの開始 (更正手続きの開始の申立て)   
➃ 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で､これらの事実が生じたことにより「青色欠損金の 

繰越控除」の規定の適用を受けることが困難になると認められること 
➄ 再生手続き開始の決定 なお､解散等があった場合は､その解散等の事実が生じた日前１年以内に終了 

したいずれかの事業年度､またはその事実が生じた日の属する事業年度に生じた青色欠損金が繰戻し

の 
対象になります。 

（２）法人税の還付額の計算 
法人税の還付額＝還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額÷還付事業年

度の所得金額) 
（３）還付法人税額の処理 

欠損金の繰戻し還付を受けた法人税額は所得に含まれず､税金はかかりません。 ただし

過誤納金があった際などに､還付を受けた法人税額に加算される還付加算金は所得に含ま

れ税金が課されます。 
 
２．欠損金の繰越控除制度 
 
(１) 適用を受けるための要件 

➀ 欠損金の生じた事業年度において青色申告書を提出している。 

➁ 欠損金の生じた事業年度後その欠損金を控除する事業年度まで連続して確定申告書

(白色含む)を提出している。 
(２) 注意点 

  ➀ 適格組織再編成において､未処理欠損金が合併法人等で引継や利用が制限される場合

が 

ある。 

  ➁ 欠損等法人を買収した場合に､その欠損等法人の欠損金の利用が制限される場合があ

る。 

事業年度 対象法人 適 用 要 件 

通常の事業年度 

➀資本金の額等が１億円 
以下の普通法人 

➁公益法人等 
➂協同組合等 
➃人格のない社団等 

➀欠損事業年度の青色申告書を提出期限まで

に提出 
➁還付所得事業年度から欠損事業年度の前事

業年度まで連続して青色申告書を提出 
➂➀の青色申告書と一緒に還付請求書提出 

清算中の事業年度 
または 

解散等の特別な事業年度 
(注) 

制約なし 

➀解散等の事実が生じた日以後１年以内に 
還付請求 

➁還付所得事業年度から欠損事業年度まで 
連続して青色申告書を提出 
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－　３　－

～中小企業の経営者や自営業者でも、 
労災保険に加入できる制度があることをご存じでしょうか？～ 
 

労災保険は労働者（従業員）が業務中や、通勤途上での事故や災害によるケガ、病気、

障害等を補償する保険であるため、本来社長や役員等は加入することができません。し

かし、中小企業経営者、一人親方、自営農家などであっても、一定の場合には労災保険

への特別加入が認められます。 
 
労災保険の特別加入とは？ 

通常、経営者自身が業務中の事故等によってケガをした場合、その治療代等は全額自

己負担（１０割負担）になります（業務中の事故の場合は、健康保険が適用されません）。

しかし、労災保険に特別加入していれば次の①～④のような場合、労災保険から補償を

受けることができますので、事故等が発生しやすい業種、職種の人は特別加入しておく

と安心です。 
①負傷した場合  ②疾病にかかった場合  ③障害が残った場合  ④死亡した場合  等 

 

○加入できる「中小事業主等」 

①一定の労働者数を常時使用する事業主 
業   種 労働者数 

金融業、保険業、不動産業、小売業 ５０人以下 
卸売業、サービス業 １００人以下 

上記以外の業種 ３００人以下 
 
②上記①の事業主の家族従業員、役員など。 
 
○自営業者や自営農家、家内労働者などの場合 
一人親方などの自営業者や自営農家、危険度の高い作業を行う家内労働者でも、労働

保険の特別加入の対象となる場合があります。 
 

【例】●個人タクシー、個人貨物運送業者等  ●大工、左官、とび職等の建設業  ●漁業（漁

船での漁、水産動植物の採捕）、林業  ●再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、

選別、解体等の事業  ●一定規模以上で耕作、栽培、畜産を行う自営農家  ●プレス

機械、研削盤、有機溶剤などを使用して作業を行う家内労働者  ●国内の事業から、海

外工場や現場、現地法人などに派遣される人  等々 
 
○加入するには？ 
 加入には、全国の労働保険事務組合に保険事務を委託する必要があり、同組合を通じ

て労働基準監督署へ申請します。 
 
※特別加入の詳細については、最寄りの労働基準監督署、または厚生労働省ホームページ等でご確認ください。 



＜　伊　藤　＞
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第３０回目を迎える記念すべき夏期オリンピックが７月２７日から（サッカーは７月

２５日から）８月１２日までの期間、イギリスのロンドンで開催されます。今回は、オ

リンピックでメダルを獲得することができた選手に対して支払われる「報奨金」と課税

関係についてご紹介します。 

 

・(財)日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が支給するもの 

  金メダル …… ３００万円 

  銀メダル …… ２００万円  

  銅メダル …… １００万円 

 

報奨金の支給が始まったのは平成４年のアルベールビル冬季オリンピックからです。

(財)日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）からの報奨金に対しては、平成６年の税制改

正により所得税が課税されないことになりました。この改正のきっかけとなったのが、

バルセロナ大会での岩崎恭子選手の金メダルです。中学生が国のために頑張って金メダ

ルを獲得したのに税金を取るのはおかしいと話題になり、このことがきっかけでオリン

ピックの報奨金に対して所得税が課税されなくなったのです。 

 

さらに平成２２年度税制改正においてＪＯＣからの報奨金に加えて、ＪＯＣに加盟し

ている一定の団体からの報奨金で一定額までについても所得税が課税されないことにな

りました。ただし、上記以外の団体やスポンサー、企業からの報奨金については所得税

が課税されます。 

 

さて今大会で日本選手団はいくつメダルを獲得することができるでしょうか？ 

 



＜　丸　田　＞
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        源泉所得税の納期の特例という制度があると聞きました。 
        どういった制度でしょうか？ 
 

   

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の 
  翌月 10 日までに国に納めなければなりません。 
        しかし、給与の支給人員が常時 9 人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収 
   した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。 
    これを納期の特例といいます。 
    この特例を受けていると、その年の 1 月から 6 月までに源泉徴収した所得税は 
   7 月 10 日、7 月から 12 月までに源泉徴収した所得税は 翌年 1 月 20 日※が、 

それぞれ納付期限になります。 
    この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 
   を提出することが必要です。 
    ※平成 24 年 7 月 1 日以後に支払うべき給与等から改正されます。 

 

 

 

 

 

 

 

納期限 
源泉所得税の区分 

改正前 改正後 

1 月から６月までの間に支払った

給与等及び退職手当等から徴収し

た源泉所得税 

7 月 10 日 7 月 10 日 

７月から１２月までの間に支払った

給与等及び退職手当等から徴収  

した源泉所得税 

翌年 1 月１０日 翌年 1 月２０日 

  

「納期限の特例」の届出書

を提出している者で一定の要

件を満たす場合 

翌年 1 月２０日 廃止   



－　６　－

日　　時 研修内容 場　　所 講　　師 参加費

ファーストアドバンテージ( 有)

商売繁盛のための ２Ｆセミナールーム

ビジネス心理学　超入門

８月３日（金）
午前１０時００分 日本政策金融公庫

～ 『一日公庫』 ２Ｆセミナールーム 高田支店
午後　４時００分

－

7月２3日（月）

午後６時３０分～
酒井とし夫　先生 ２，０００円

加藤輝守税理士事務所テルモ経営研究会

日本政策金融公庫 加藤輝守税理士事務所

　　お客様をご紹介ください！

ご友人やお知り合いの方で、税務・
会計でお困りの方、企業経営につ
いて相談してみたい等々ありました
ら、是非ご紹介ください。

　会社の広告お手伝いします！

お客様の広告チラシ等がございました
ら月一回発行の事務所通信に同封
いたします。お気軽にお申し付け下さ
い。

～　おもしろ雑学　～　       ほこり

ほこりは実は人間の生活に役立っている。空気中のほこり
は、水蒸気が水の粒を形成するための芯になり、雨や雪が
できるために重要な働きをしている。もし空気中にほこり
が全くなかったら、水蒸気はなかなか凝結せず、雨が降ら
なくなるのである。
 

　　　教育モチベーションカレンダー　おもしろ雑学より（担当：那須）



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

　 伊藤、田中

８ ９ 10 11 12 13 14
倉又、山田

15 16 17 18 19 20 21
海の日 斉藤、池原

22 23 24 25 26 27 28
 テルモ経営研究会

29 30 31

・網掛けの日が当事務所の休日です。
（名前の記入されていない土曜日は、全員出勤となっています。）

７月１０日 　 平成２４年６月分源泉所得税・住民税の納付

７月１７日 　 所得税の予定納税額の減額申請

７月３１日 　 平成２４年５月決算法人　法人税等・消費税確定申告・納付

　 平成２４年１１月決算法人　法人税等・消費税中間・予定申告 ∙ 納付

　 平成２５年２月、２４年１１月、８月決算法人の消費税の中間申告・納付

　 所得税の予定納税（第１期分の納付）

　

　

　

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

７月の税務

７ 月 （ 文月 ） ＪＵＬＹ　 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あとがき 
   

 段々と日が長くなり、夏が近づいてきました。 

今年は昨年以上に電力不足が懸念されているため、エアコンの設定温度を上げるな

ど節電への意識が強くなっているようです。先日、柏崎に帰省した際もグリーンカー

テンやよしずなどの対策をしている家をちらほらと見かけました。 

今年の夏は昔ながらの方法で、気温だけでなく、気持ち的にも涼しく過ごしてみる

のもいいかもしれません。 

                            ＜ 村 山 ＞ 


